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住    所

許 可番 号  第 02551032701号

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

岡山県久米郡美咲町藤原468番地の7

令和 6年 10月 25日

令和 11年 10月 20日

く収集

氏 名 有限会社久米産業
代表取締役 有本英輔

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 14条の4第 1項 の許可を受けた者であることを証する。

滋賀県知事 二 同 月 大
許可の年 月 日

許可の有効年月日
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5.積替え許可の有無
市名   一 許可番号

6.規則第10条 の12第 2項の規定による許可証の提出の有無 有


